
１ 代替地・土地利用に関する飯田市の方針 

(1) 移転対象者すべての移転先を確保できるまで、関係機関と連携しながら 飯田市として
責任をもって対応します。 

(2) 事業主体（ＪＲ東海・長野県・飯田市）ごとに不公平が生じないよう、十分配慮します。 

(3) 土地利用の見直しを行います。 

２ 代替地の斡旋方法 

方法１ 代替地登録制度による斡旋 （既存） 

方法２ 宅建業者との連携による業者からの斡旋 （新規） 

方法３ 新規造成・確保（市道新規建設）による斡旋 （新規） 

H29.5.18  

リニア推進特別委員会 

資料No ２ 

代替地の状況について 



駅周辺 
整備区域 

重点協議区域 

緑色は農振農用地 

代替地候補地 
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

①上郷北条・丹保地区 
【青地農地】 4.7ha 

②上郷北条・飯沼南地区 
【用途地域・白地】 1.6ha 

③上郷北条地区 
【白地農地】 

④座光寺宮の前・唐沢地区 
【白地農地】 約３ha 

⑤座光寺共和地区 
【青地農地】 約4ha 


